
平成２９年（厚）第６１９１号

平成３０年１０月３１日裁決

主文
　後記「事実」欄第２の２⑵記載の原処分を
取り消す。

事実
第１　再審査請求の趣旨

　再審査請求人（以下「請求人」という。）
の再審査請求の趣旨は、後記第２の２⑵記
載の原処分を取り消し、請求人が６０歳に
達した日を受給権取得年月日とする厚生年
金保険法（以下「厚年法」という。）附則第
８条の規定による老齢厚生年金（いわゆる
特別支給の老齢厚生年金。以下「特老厚年
金」という。）の支給並びに請求人が６５歳
に達した日を受給権取得年月日とする公的
年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強
化等のための国民年金法等の一部を改正す
る法律（平成２４年法律第６２号。以下

「機能強化法」という。）による改正前の国
民年金法（以下「改正前国年法」という。）
第２６条の規定による老齢基礎年金（以下

「改正前老齢基礎年金」という。）及び機能
強化法による改正前の厚年法（以下「改正
前厚年法」という。）第４２条の規定による
老齢厚生年金（以下「改正前老齢厚生年金」
といい、改正前老齢基礎年金と併せて「改
正前老齢給付」という。）の支給を求めると
いうことである。

第２　事案の概要
１　事案の概要

　本件は、特老厚年金及び改正前老齢給
付の裁定を請求した請求人に対し、厚生
労働大臣が、後記２⑵記載の原処分をし
たところ、請求人が、原処分を不服とし
て、標記の社会保険審査官に対する審査
請求を経て、当審査会に対し、再審査請
求をしたという事案である。

２　本件再審査請求に至る経緯
　本件記録によると、請求人が本件再審
査請求をするに至る経緯として、次の各
事実が認められる。

⑴　請求人は、平成○年○月○日（受
付）、年金請求書（国民年金・厚生年金
保険老齢給付）に合算対象期間（カラ
期間）に関する申立書（以下「本件合
算対象期間申立書」という。）を添付し
て、厚生労働大臣に対し、国民年金法

（以下「国年法」という。）第２６条の
規定による老齢基礎年金（以下「改正
後老齢基礎年金」という。）及び厚年法
第４２条の規定による老齢厚生年金

（以下「改正後老齢厚生年金」といい、
改正後老齢基礎年金と併せて「改正後
老齢給付」という。）の裁定を請求する
とともに、特老厚年金及び改正前老齢
給付の裁定を請求した。なお、本件合
算対象期間申立書には、婚姻期間につ
いて「２９歳頃〜３９、４０歳頃まで 

（事実婚）」、配偶者について「漢字氏
名：Ａ、生年月日：昭和○年○月○日、
基礎年金番号：○○○○−○○○−○
○○」などが記載され、請求人の申立
てに基づき年金事務所の担当者が作成
した合算対象期間確認シート（年金請
求書添付用）（平成○年○月○日付け）
には、項番１中の「⑤被用者年金各法
の被保険者又は組合員の配偶者（事実
婚）で、国民年金に任意加入しなかっ
た期間」として「Ｓ○．○〜Ｓ○．○」

（昭和○年○月から昭和○年○月まで
の意と解される。）との記載が×印で抹
消されている。

⑵　厚生労働大臣は、平成○年○月○日
付けで、請求人に対し、本件合算対象
期間申立書による請求人の申立てを認
められないと判断した上で、改正後老
齢給付について、平成２９年８月１日

（国年法第２６条及び厚年法第４２条
等に係る機能強化法による改正の施行
日。以下「本件施行日」という。）を受
給権取得年月日として裁定し、同年９
月分から、改正後老齢給付を支給し、
もって、特老厚年金及び改正前老齢給
付はこれを支給しない旨の処分（以下

「原処分」という。）をした。
⑶　請求人は、原処分を不服として、標



年法第２６条及び改正前厚年法第４２条
の改正により、老齢基礎年金に係る改正
前不支給要件中の「２５年」及び老齢厚
生年金に係る改正前支給要件中の「２５
年」はいずれも「１０年」に改正され（以
下、改正後の改正後老齢基礎年金に係る
ものを「改正後不支給要件」及び改正後
の改正後老齢厚生年金に係るものを「改
正後支給要件」とそれぞれいう。）、また、
機能強化法による改正により、国年法附
則第９条第１項は、保険料納付済期間、
保険料免除期間及び合算対象期間を合算
した期間が１０年以上であるものは、改
正後不支給要件に該当しないものとみな
す旨の改正がされ、厚年法附則第１４条
第１項も、保険料納付済期間、保険料免
除期間及び合算対象期間を合算した期間
が１０年以上であるものは、改正後支給
要件に該当するものとみなす旨の改正が
されている。なお、これら改正の施行日

（本件施行日）は、平成２９年８月１日と
されている（公的年金制度の財政基盤及
び最低保障機能の強化等のための国民年
金法等の一部を改正する法律の一部を改
正する法律（平成２８年法律第８４号））。

２　請求人は、昭和○年○月○日生の女子
であるところ、①　６０歳以上であるこ
と、②　１年以上の厚年期間を有するこ
と、③　本件施行日前にあっては改正前
支給要件、本件施行日以後にあっては改
正後支給要件に該当することの３つの要
件のいずれにも該当するに至ったときは、
特老厚年金が支給されることとなってい
る（厚年法附則第８条、改正前厚年法第
４２条第２号及び同法附則第１４条第１
項並びに厚年法第４２条第２号及び同法
附則第１４条第１項）。

３　国民年金法等の一部を改正する法律
（昭和６０年法律第３４号。以下「昭和
６０年改正法」という。）による改正前の
国年法（以下「旧国年法」という。）第７
条第２項第７号の規定によれば、被用者
年金各法の被保険者等の配偶者（以下

「特定配偶者」という。）は国民年金の強
制加入の被保険者ではなかったが、旧国

記の社会保険審査官に対する審査請求
を経て、当審査会に対し、再審査請求
をした。

第３　当事者等の主張の要旨
　（略）

理由
第１　問題点

１　改正前国年法第２６条の規定によれば、
改正前老齢基礎年金は、保険料納付済期
間（厚生年金保険の被保険者期間（以下

「厚年期間」という。）を含む。以下同
じ。）又は保険料免除期間を有する者が、
６５歳に達したときに、その者に支給す
るとされ、ただし、その者の保険料納付
済期間と保険料免除期間とを合算した期
間が２５年に満たないときは（以下、こ
の要件を「改正前不支給要件」という。）、
この限りでないとされ、改正前国年法附
則第９条第１項の規定によれば、改正前
不支給要件に該当する者であっても、保
険料納付済期間、保険料免除期間及び合
算対象期間（本件施行日前にあっては改
正前国年法附則第７条第１項に規定する
合算対象期間をいい、本件施行日以後に
あっては国年法附則第９条第１項に規定
する合算対象期間をいう。以下同じ。）を
合算した期間が２５年以上であるものは、
改正前不支給要件に該当しないものとみ
なすとされている。
　また、改正前厚年法第４２条の規定に
よれば、厚年期間を有する者が、①　６５
歳以上であること、②　保険料納付済期
間と保険料免除期間とを合算した期間が
２５年以上であること（以下、この②の
要件を「改正前支給要件」という。）の２
つの要件のいずれにも該当するに至った
ときに、その者に、改正前老齢厚生年金
を支給するとされ、改正前厚年法附則第
１４条第１項は、厚年期間を有する者で
あって、保険料納付済期間、保険料免除
期間及び合算対象期間を合算した期間が
２５年以上であるものは、改正前支給要
件に該当するものとみなすとされている。
　そして、機能強化法による、改正前国



た上でした原処分を不服としているので
あるから、本件の問題点は、昭和○年○
月から昭和○年○月までの期間（以下「本
件期間」という。なお、終期は昭和６０
年改正法による旧国年法の改正に係る施
行日（昭和６１年４月１日）前までとな
る。）において、請求人がＡと事実上婚姻
関係と同様の事情にある者であり、本件
期間を合算対象期間であると認めること
ができないかどうかということである。

第２　事実の認定及び判断
１　本件記録によれば、前記「事実」欄第

２の２記載の事実のほか、次の各事実が
認められる。
⑴　Ａをそれぞれ筆頭者とする、Ｂ区長

が証明する除籍（平成○年○月○日転
籍により消除。平成○年○月○日付
け。）、Ｃ市長が証明する除籍（本籍○
○市○○町○−○−○。平成○年○月
○日転籍届出。平成○年○月○日転籍
により消除。平成○年○月○日付け。）
及びＤ市長が証明する戸籍の全部事項
証明書（平成○年○月○日付け）並び
にＥ市長が証明するＦを筆頭者とする
改製原戸籍（平成○年○月○日付け）
によれば、Ａは、昭和○年○月○日に
出生し、昭和○年○月○日にＧと婚姻
して、昭和○年○月○日に同人と協議
離婚した後、平成○年○月○日に請求
人と婚姻するまでの間、婚姻の記録は
なく、請求人は、昭和○年○月○日に
出生し、平成○年○月○日にＡと婚姻
するまでの間、婚姻の記録はない。ま
た、請求人とＡの婚姻関係は、その後
継続している。

⑵　Ｅ市長が証明するＦを筆頭者とする
改製原戸籍の附票（平成○年○月○日
消除。平成○年○月○日付け。）によれ
ば、請求人は、昭和○年○月○日に○
○区○○町○○ ○−○−○−○（以下

「ａ宅」という。）に住所を定めた後、
昭和○年○月○日に同区○○町○○ 
○−○−○−○（以下「ｂ宅」とい
う。）に、昭和○年○月○日に同区○○
町○○ ○−○−○−○（以下「ｃ宅」

年法附則第６条第１項の規定により、明
治４４年４月２日以後に生まれた特定配
偶者は、都道府県知事に申し出て、国民
年金の被保険者となることができ、当該
申出をした者は、同条第２項の規定によ
り、その申出をした日に国民年金の被保
険者の資格を取得するとされていた。ま
た、本件施行日前にあっては、機能強化
法による改正前の昭和６０年改正法附則
第８条第５項（第１号）及び昭和６０年
改正法附則第４８条第５項の規定によ
り、改正前国年法附則第９条第１項及び
改正前厚年法附則第１４条第１項の各規
定の適用について、本件施行日以後に
あっては、昭和６０年改正法附則第８条
第５項（第１号）及び同法附則第４８条
第５項の規定により、国年法附則第９条
第１項及び厚年法附則第１４条第１項の
各規定の適用について、いずれも、特定
配偶者が旧国年法附則第６条第１項に規
定する申出を行わなかったため、国民年
金の被保険者とならなかった期間は、合
算対象期間に算入するとされている。
　そして、旧国年法第５条第５項の規定
によれば、「配偶者」には、婚姻の届出を
していないが、事実上婚姻関係と同様の
事情にある者を含むものとするとされて
いる。

４　本件の場合、請求人が６０歳に達した
時点（平成○年○月○日）において、同
人が保険料納付済期間○月（厚年期間○
月、厚年期間以外のもの○月）、保険料免
除期間○月を有し、同人の保険料納付済
期間と保険料免除期間の合計が○月で
あったこと、請求人が旧国年法附則第６
条第１項に規定する申出を行っていない
こと、及び、Ａ（昭和○年○月○日生。
以下「Ａ」という。）が、厚生年金保険の
被保険者資格を昭和○年○月○に新規取
得し、平成○年○月○日に喪失するまで
同資格を継続して有していたことは、本
件記録から明らかであり、当事者間にも
争いはないものと認められるところ、請
求人は、厚生労働大臣が請求人の合算対
象期間に係る申立てを認められないとし



和○年○月○日付け交付のものはｂ
宅と、昭和○年○月○日付け交付の
ものはｃ宅とそれぞれ記載されてい
る。

イ　Ａに係る運転免許証３通（昭和○
年○月○日付け交付のもの、昭和○
年○月○日付け交付のもの及び昭和
○年○月○日付け交付のもの）
　Ａの住所として、昭和○年○月○
日付け交付のものは「○○市○○町
○−○−○」と、昭和○年○月○日
付け交付のものはａ宅と、昭和○年
○月○日付け交付のものはｂ宅とそ
れぞれ記載されている。

ウ　Ａに係る支払者を「○○○○○○
○○○○○○○○○」とする給与所
得の源泉徴収票４通（昭和○年分、
昭和○年分、昭和○年分及び昭和○
年分）
　支払を受ける者（Ａを指す。）の住
所又は居所として、昭和○年分には

「○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○」と、昭和○年分には「○
○○○○○○○○○○○○○○○」
と、昭和○年分には「○○○○○○
○○○○○○○○○○」と、昭和○
年分には「○○○○○○○○○○○
○○○○○○（注：「○○」は判読不
能を示す。）○」とそれぞれ記載され
ている。また、控除対象配偶者の有
無等について、昭和○年分は判読で
きないが、その他のものはいずれも

「無」に表示がされている。
⑸　請求人が審理期日において陳述した

主な内容は、次のとおりである。
　Ａの昭和○年○月○日付け交付の運
転免許証でＡの住所がａ宅であると確
認でき、請求人の住所と同一であるこ
とが確認できることから、請求人は、
本件申立書において、事実婚関係の開
始日を同日とした。
　請求人とＡが、住所をａ宅、ｂ宅、
ｃ宅と異動したのは、部屋の広さが狭
くなり、広い部屋に移ったことによる
ものであり、その間、請求人とＡは一

という。）に、平成○年○月○日に○○
市○○町○−○−○（○○○○○○○
○○）（以下「ｄ宅」という。）にそれ
ぞれ住所を定めている。そして、Ｈ市
長が証明する請求人を世帯主とする世
帯全員の住民票（平成○年○月○日付
け）によれば、請求人とＡはともに、
平成○年○月○日に○○市○○ ○−
○−○−○から○○市○○町○−○−
○−○ ○○○○○○○○○○に転入
している。

⑶　請求人が作成した、事実婚関係及び
生計同一関係に関する申立書（平成○
年○月○日付け。以下「本件申立書」
という。）があり、その主な内容を記載
すると、次のとおりである。

事実婚関係の開始日：昭和○年○月
○日頃

別世帯になっている理由：前に同居
していたけど籍を入れてなかった。

同居についての申立：○年間位　一
緒に生活していたが前に結婚して
いたのでなかなか籍を入れてくれ
なかった。

経済的援助についての申立
請求人からＡに対する経済的援

助：あり
経済的援助の回数（注：記載なし）
経済的援助の内容：主人が○年前

に寝たっきりになり　その後、
主人の少ない年金で現在まで生
活しています。私が○歳になっ
て主人の年金が減らされてこ
まっています。

定期的な音信・訪問についての申立
（注：記載なし）

⑷　請求人が、その申立てを裏付けるも
のとして提出した主なものに、次のも
の（いずれも写し）がある。
ア　請求人に係る運転免許証３通（昭

和○年○月○日付け交付のもの、昭
和○年○月○日付け交付のもの及び
昭和○年○月○日付け交付のもの）
　請求人の住所として、昭和○年○
月○日付け交付のものはａ宅と、昭



⑵記載のとおり確認できるものの、Ａ
の住所に関しては、本件期間に係る除
籍した戸籍の附票もなく、戸籍の附票
による確認はできないところ、前記１
⑷イによれば、昭和○年○月○日付け
交付に係るＡの運転免許証の住所はａ
宅とされ、昭和○年○月○日付け交付
に係るＡの運転免許証の住所はｂ宅と
されていることが認められるのである
から、昭和○年○月○日におけるＡの
住民票上の住所はａ宅で、昭和○年○
月○日におけるＡの住民票上の住所は
ｂ宅であったとそれぞれ認めるのが相
当である。そして、前記１⑵によれば、
昭和○年○月○日における請求人の住
所はａ宅であり、昭和○年○月○日に
おける請求人の住所はｂ宅であるので
あるから、少なくとも昭和○年○月○
日及び昭和○年○月○日の両日におい
て、請求人とＡは、それぞれａ宅及び
ｂ宅において同一の住所であったと認
められる。さらに、前記１⑴及び⑵に
よれば、請求人とＡは、平成○年○月
○日に婚姻の届出をし、その時の本籍
である○○市○○町○−○−○は、請
求人が平成○年○月○日に住所を定め
たｄ宅（部屋番号を除く。）にも一致す
るのである。また、請求人の審理期日
における陳述と本件記録及び本件記録
間の整合という点においても不自然な
点は認められず、前記１⑷ウ記載のＡ
の源泉徴収票についても、客観的な資
料とはいえないものの、その住所は昭
和○年分（昭和○年○月○日）及び昭
和○年分（昭和○年○月○日）はａ宅
で、昭和○年分（昭和○年○月○日）
はｂ宅で、いずれも、請求人の住所と
同じであったことがうかがわれるので
ある。
　これらを総合して考えるに、少なく
とも、請求人とＡは、昭和○年○月○
日において、ａ宅で同居していたと認
められ、請求人とＡは、ｄ宅に住所を
定めていた平成○年○月○日に婚姻の
届出をしているのであるから、請求人

緒に部屋を変わり、それぞれの部屋に
おいて同居を継続していた。
　請求人とＡが平成○年○月○日に婚
姻の届出をしたのは、請求人とＡは、
ともに仕事で忙しく、婚姻の届出をし
ていなかったところ、親戚から早く婚
姻の届出をするように言われたことに
よるものである。

２　以上に基づいて、本件の問題点につい
て検討し、判断する。
⑴　保険者は、戸籍上の夫婦でない者を

旧国年法第５条第５項にいう事実上婚
姻関係と同様の事情にある者とする認
定等について、「生計維持関係等の認定
基準及び認定の取扱いについて」（平成
２３年３月２３日年発０３２３第１号
厚生労働省年金局長通知。以下「本件
通知」という。）を定めており、本件通
知では、事実婚関係にある者（事実上
婚姻関係と同様の事情にある者を指
す。）とは、いわゆる内縁関係にある者
をいうのであり、内縁関係とは、婚姻
の届出を欠くが、社会通念上、夫婦と
しての共同生活と認められる事実関係
をいい、次の２つの要件を備えること
を要するものであることとしている。
ア　当事者間に、社会通念上、夫婦の

共同生活と認められる事実関係を成
立させようとする合意があること。

イ　当事者間に、社会通念上、夫婦の
共同生活と認められる事実関係が存
在すること。

⑵　上記のような基準は、一般的・基本
的なものとして、相当と解されるので、
本件をこれに照らして、本件期間にお
いて、請求人がＡと事実上婚姻関係と
同様の事情にある者であったと認める
ことができないかどうかを検討する。
　前記１で認定した事実及び本件記録
によれば、本件期間において、請求人
がＡと事実上婚姻関係と同様の事情に
ある者であったと認めるのが相当であ
る。
　すなわち、本件記録によれば、本件
期間について、請求人の住所は前記１



とＡは、ａ宅で同居を始めた後、請求
人が転居したｂ宅、ｃ宅及びｄ宅それ
ぞれにおいても、同居していたと認め
るのが相当であり、請求人とＡは、ａ
宅において同居をしていたと認められ
る昭和○年○月○日から婚姻の届出す
る平成○年○月○日前までの間、上記
⑴ア及びイの要件をいずれも満たして
いたと認めるのが相当であり、請求人
は、本件期間について、Ａと事実上婚
姻関係と同様の事情にある者であった
と認めるべきである。

⑶　そうすると、前記第１の３に掲示し
た法律の定めるところによれば、本件
期間（昭和○年○月から昭和○年○月
までの期間）において、Ａは厚生年金
保険の被保険者であり、請求人はＡの
配偶者（事実上婚姻関係と同様の事情
にある者）であると認められるのであ
るから、請求人は特定配偶者に該当し、
また、請求人は旧国年法附則第６条第
１項に規定する申出を行っていないの
であるから、本件期間は合算対象期間
と認められるべきである。
　そして、前記第１の１ないし３に掲
示した法律の定めるところによれば、
本件期間が合算対象期間であれば、合
算対象期間は○月となり、保険料納付
済期間（○月）及び保険料免除期間（○
月）と合算した期間は○月となり、改
正前不支給要件に該当しないものとみ
なせるし、改正前支給要件に該当する
ものとみなせるのであるから、請求人
には、同人が６０歳に達した平成○年
○月○日を受給権取得年月日とする特
老厚年金及び同人が６５歳に達した平
成○年○月○日を受給権取得年月日と
する改正前老齢給付が、それぞれ裁定
され、支給されるべきである。

⑷　以上によれば、上記の趣旨と異なる
原処分は相当でなく、取り消されなけ
ればならない。

　よって、主文のとおり裁決する。




